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国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
職
場
の
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
医
療
を
受
け
て
い
る
方
や
生
活
保
護
を

受
け
て
い
る
方
を
除
い
て
、
す
べ
て
の
方
が
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
民
皆
保
険
制
度
に
よ
り
国
民
全
員
が
何
ら

か
の
医
療
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
保
は
そ
の
医
療
保
険
の
ひ
と
つ
で
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き

に
安
心
し
て
医
療
機
関
で
受
診
で
き
る
よ
う
に
み
ん
な
で
助
け
合
う
制
度
で
、
各
市
区
町
村
が
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

非
自
発
的
失
業
者
「
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
や
雇
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
者
」
や
所
得
の
少
な
い
世
帯
に
対
し

て
、
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

非
自
発
的
失
業
者
等
の
軽
減

　

非
自
発
的
失
業
者
「
倒
産
・
解
雇

な
ど
に
よ
る
離
職
や
雇
止
め
な
ど
に

よ
る
離
職
者
」
に
対
し
て
国
民
健
康

保
険
税
を
軽
減
し
ま
す
。

※
軽
減
措
置
は
、
必
要
書
類
の
提
出

に
よ
り
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
自
動

的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

◆
対
象
者

　

平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職

し
、離
職
時
点
で
65
歳
未
満
の
方
で
、

雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
「
倒

産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
」
お
よ

び
特
定
理
由
離
職
者
「
雇
止
め
な
ど

に
よ
る
離
職
」
が
対
象
に
な
り
ま

す
。
特
定
受
給
資
格
者
お
よ
び
特
定

理
由
離
職
者
か
ど
う
か
は
、
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
第
１
面

中
、
離
職
年
月
日
・
理
由
の
欄
に
記

載
さ
れ
て
い
る
番
号
で
確
認
で
き
ま

す
。（
見
本
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
）

平成22年２月22日以降に発行された雇用保険受給資格者証見本

平成22年２月21日以前に発行された雇用保険受給資格者証見本

●
雇
用
保
険
特
定
受
給
資
格
者
の
離   

職
理
由
コ
ー
ド
は
、
11
・
12
・
21
・

22
・
31
・
32
で
す
。

●
特
定
理
由
離
職
者
の
離
職
理
由

コ
ー
ド
は
、
23
・
33
・
34
で
す
。

※
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
が
な
い

と
申
請
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
、
な
い

◆
軽
減
期
間

　

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
は
、
平

成
22
年
４
月
か
ら
適
用
さ
れ
、
離
職

日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら
離
職
日

場
合
は
、管
轄
公
共
職
業
安
定
所（
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
）
で
再
交
付
を
受
け
て

か
ら
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

離職（失業）した日 軽減期間

平成21年３月31日 平成23年３月まで

平成21年４月１日から 

平成22年３月30日まで
平成23年３月まで

平成22年３月31日 平成24年３月まで

平成22年４月１日から

平成23年３月30日まで
平成24年３月まで

所
得
が
少
な
い
世
帯
の
軽
減

　

世
帯
主
お
よ
び
被
保
険
者
の
所
得

の
合
計
額
に
応
じ
て
、
国
民
健
康
保

険
税
の
均
等
割
額
・
平
等
割
額
が
７

割
・
５
割
・
２
割
分
軽
減
さ
れ
ま
す
。

（
こ
れ
ま
で
は
、
6
割
・
４
割
）

※
毎
年
４
月
１
日
現
在
で
、
世
帯
の

所
得
状
況
に
よ
り
軽
減
割
合
が
設
定

さ
れ
ま
す
。
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
末
ま
で
。

※
届
出
が
遅
れ
て
も
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
平
成
22
年
４
月
（
国
保
加
入
月

か
ら
）
か
ら
）

※
国
民
健
康
保
険
加
入
中
は
、
途
中

で
就
職
し
て
も
引
き
続
き
対
象
に
な

り
ま
す
が
、
会
社
の
健
康
保
険
に
加

入
す
る
な
ど
国
民
健
康
保
険
を
脱
退

す
る
と
終
了
し
ま
す
。

◆
軽
減
額

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
年
の
所

得
な
ど
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。
軽

減
は
、
前
年
の
給
与
所
得
を
そ
の

30
／
1
０
０
と
み
な
し
て
算
定
し
ま

す
。
ま
た
、
高
額
療
養
費
な
ど
の
所

得
区
分
判
定
に
つ
い
て
も
、
前
年
の

給
与
所
得
を
30
／
１
０
０
と
み
な
し

て
算
定
し
ま
す
。

◆
申
請
方
法

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
（
写
し

可
）
※
離
職
さ
れ
て
も
す
ぐ
に
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
は
発
行
さ
れ
ま

せ
ん
。
管
轄
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
交

付
を
受
け
て
か
ら
申
請
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

・
特
例
対
象
被
保
険
者
等
申
告
書

（
国
保
年
金
課
窓
口
で
記
入
も
し
く

は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
国
保
年
金

課
ペ
ー
ジ
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

能
）

・
印
鑑

・
国
民
健
康
保
険
証

※
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
が
な
い

と
受
付
で
き
ま
せ
ん
。な
い
場
合
は
、

管
轄
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
は
、
平

成
22
年
度
分
か
ら
の
適
用
に
な
り
ま

す
。申
請
は
随
時
受
け
付
け
て
お
り
、

７
月
中
旬
に
送
付
さ
れ
る
本
算
定
以

降
に
軽
減
し
た
課
税
額
と
し
て
変
更

納
付
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
。
申
請
が

遅
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
４
月
分
（
国

保
に
加
入
さ
れ
た
月
）
か
ら
さ
か
の

ぼ
っ
て
軽
減
算
定
を
行
い
ま
す
。


